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はじめに 

 
 近年、野生鳥獣による様々な被害が発生し大きな問題となっています。また、農作

物被害のみならず農山漁村での生活にも影響を与えています。このため、農林水産省

では、鳥獣被害を防止するため、鳥獣の捕獲等の強化や捕獲鳥獣のジビエフル活用の

取組等を進めています。 
 特に、ジビエへの利活用推進にあたっては、捕獲・処理加工・供給・消費の各段階

において、利活用推進に必要な対策に各種支援を行っており、外食産業での利用の拡

大・定着や、ペットフードなどの新用途の開拓により、着実に利用量が増加していま

す。 
一方で、学校給食でのジビエの利用については、まだ十分に広がっていないのが実

態です。給食でジビエを体験することは、地産地消の取組の一環として食育の効果が

期待できるとともに、子どもたちの農山漁村に対する関心を高める良い機会になるも

のと考えています。 
 このため、中国四国農政局では、中国地域の地方公共団体等と連携し、学校給食に

おけるジビエ利用の実態を把握するとともに、有識者の意見聴取会を開催し、学校給

食のジビエ利用の課題、対策などについて議論を行い、本冊子を取りまとめました。 
本冊子が、地方公共団体の鳥獣被害防止対策・ジビエ利活用担当者や、食肉処理業者

及び学校給食関係者の方々がジビエ給食の導入に取り組む上での参考となり、ジビエ

利用の一層の推進に資することを期待するものです。 

 

（学校給食におけるジビエ利用の推進に関する意見聴取会メンバー） 
教育行政担当：鳥取県教育委員会事務局体育保健課 盛本 真理 
学校給食担当：岩美町立岩美中学校 栄養教諭 池田 和子 

 

食肉処理施設担当：わかさ２９工房 施設管理責任者 河戸 建樹 
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中国四国農政局農村振興部農村環境課 

  

（前任校：若桜町立若桜学園小学校 栄養教諭） 
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第１章 野生鳥獣被害の現状 

 
１． 野生鳥獣による農作物被害の状況 

中国四国農政局管内（以下、「中国四国管内」という。）における野生鳥獣による

被害は、令和２年度において農作物被害は面積 2.3 千 ha、被害金額 19 億円となっ

ています。平成 22 年度以降、被害金額は減少傾向でしたが、近年は現状維持～微増

の傾向が見られます。野生鳥獣による農作物への被害は、営農意欲の減退、耕作放

棄地の増加をもたらし、数字に表れる以上に農山村に深刻な影響を与えています。 

獣種別にみると、全国ではシカの被害が 35％と最も多くなっていますが、中国四

国管内ではイノシシの被害が最も大きく、被害額全体の６割以上を占めています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：農林水産省調べ 

図１．野生鳥獣による農作物の被害額の推移（全国、中国四国地方） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：農林水産省調べ 
図２．野生鳥獣による被害額割合(獣種別)（全国、中国四国地方 令和２年度） 
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第２章 鳥獣被害防止対策と利用 

 
１．被害防止対策の実施状況と捕獲状況  
（１）被害防止対策の実施状況 

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律（以

下「特措法」という。）が平成 20 年２月に施行されました。現場に最も近い行政機

関である市町村が中心となって特措法に基づき鳥獣被害を防止するための「被害防

止計画」を作成し、鳥獣被害防止総合対策交付金による①鳥獣侵入防止柵の設置、

②鳥獣の潜み場所をなくす環境整備、③鳥獣の捕獲等を組み合わせた総合的な支援

を行ってきました。また、「被害防止計画」に基づき捕獲に従事する「実施隊」を

設置し対策が行われています。 

令和３年４月時点で、全国 1,741 市町村のうち、1,507 市町村で被害防止計画が

策定され、1,229 市町村で実施隊が設置されて、各地で対策が行われています。 

 
（出典）「鳥獣被害の現状と対策」 

（農林水産省）https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/attach/pdf/index-421.pdf 

図３．被害防止計画作成市町村数及び実施隊設置市町村数（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

侵入防止柵の設置       緩衝帯の整備        くくり罠による捕獲 
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（２）捕獲の状況 
野生鳥獣の捕獲は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

（以下「鳥獣保護管理法」という。）に基づく、狩猟免許による捕獲と都道府県

知事等からの許可を受けて実施される許可捕獲に大別されますが、これらを合わ

せた全国の捕獲頭数は増加しており、令和２年度はイノシシ68万頭、シカ67万頭

となっています。 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

図４．イノシシ・シカの捕獲頭数（全国） 
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２．捕獲鳥獣の利用実態と課題  
（１）利用実態 

農林水産省が実施している野生鳥獣資源利用実態調査によると令和２年度の

ジビエ利用量は、全国で 1,810ｔとなっています。統計調査が開始された平成

28 年度の 1,283ｔと比較して増加しているものの、新型コロナウイルス感染症

拡大による外食産業の需要減少を受けて、令和元年度の 2,008ｔからは１割程 

度の減少となっています。 

利用方法としては、食肉のほか、近年はペットフードでの利用が増加してい

ます。また、皮革製品やシカ角のアクセサリーの新たな利用も増加していま

す。 

 
＜捕獲鳥獣利用の実例＞ 

      
ぼたん鍋用の精肉      真空パックしたイノシシ・シカ肉       ジビエの加工品        野生動物の皮革製品 

 
（２）捕獲鳥獣利用の課題 

令和２年度の全国のシカとイノシシの捕獲頭数は合わせて 135 万頭に達してい

ます。しかし、処理加工施設で解体処理される割合は捕獲頭数の１割にも満たな

いのが現状であり、その多くは埋設処理や焼却処理等されています。 
 
 

表１．シカ・イノシシ捕獲頭数及び食肉処理施設での解体頭数（全国 令和２年度） 

 (単位：頭、％) 

 
 
 

  

 捕獲頭数 解体頭数 利用頭数割合 

全 国 1,353,700 120,609 8.9％ 
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第３章 ジビエ振興の必要性 

１．ジビエ利用の現状と必要性 
令和２年の中国四国地方ジビエ利用量は 350ｔで、平成 28 年度の 176ｔから２倍

に増加しています。 

 

出典：野生鳥獣資源利用実態調査 

図５．ジビエ利用頭数の推移（全国、中国四国地方） 

 

 

出典：野生鳥獣資源利用実態調査 

図６．ジビエ利用量の推移（全国、中国四国地方） 
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農作物への被害防止のためには捕獲を進めるだけでなく、野生鳥獣を「マイナス」

の存在から「プラス」の存在に変える取組、すなわち、捕獲した野生鳥獣を地域資

源（野生鳥獣肉＝「ジビエ」）として利用し、農山村の所得に変えるという取組を広

げていくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）「捕獲鳥獣のジビエ利用を巡る最近の状況」 

（農林水産省）https://www.maff.go.jp/j/nousin/gibier/attach/pdf/suishin-35.pdf 

図７．ジビエ振興の考え方 

 
また、環境省では、貧困や格差、気候変動などの様々な問題の解決を目指す「持

続可能な開発目標(SDGｓ)」の推進に向け、令和３年に「サステナブルで健康的な食

生活の提案」を公表しており、一人一人が取り組めるアクションとして、シカ肉や

イノシシ肉を食生活に取り入れることを提案しています。 
その中で、「シカ肉やイノシシ肉を食生活に取り入れることは、農作物等への鳥獣

害対策の後押しとなり、また貴重な資源を無駄なく使うことになる。更に、地産地

消の一形態として環境負荷低減や地域活性化にも貢献する」とされています。 
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２．捕獲から流通・消費までの流れ 
（１）捕獲 
   鳥獣の捕獲は、鳥獣保護管理法により、原則として禁止されていますが、狩猟、

許可捕獲（被害防止、個体数調整等）又は平成26年の鳥獣保護管理法改正により

創設された指定管理鳥獣捕獲等事業により捕獲することができます。 

   捕獲（狩猟）した鳥獣をジビエとして利用する場合、厚生労働省が定めた「野

生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガイドライン）（平成26年11月）」に従って衛

生的に処理ことが必要です。ガイドラインには、捕獲した鳥獣の外見及び挙動等

に異常が見られた場合には食用に供することができないことや、猟銃による捕獲

では腹部に着弾した個体も食用にできないこと等、細かな基準が設けられていま

す。 

 
（２）処理加工・流通 
   捕獲した個体は、ジビエの処理加工施設まで生体で移送し、施設での止め刺し・

放血が行われます。ただし、捕獲の状況により生体での移送が困難な場合は、上

記ガイドラインに則り衛生管理を行いながら捕獲した場所で止め刺し・放血等の

処理を行っています。 
   施設に運び込まれた個体は一般的には（止め刺し・放血後）洗浄・剥皮・内臓

摘出の後に、解体・熟成、精肉・包装等が行われます。その後、食肉処理加工施

設の多くは、直接一般消費者へ販売していますが、近年は、卸売業者から加工業

者や飲食業者等を通じて、一般消費者に届けられることも増えています。    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典）「捕獲鳥獣のジビエ利用を巡る最近の状況」 

（農林水産省）https://www.maff.go.jp/j/nousin/gibier/attach/pdf/suishin-35.pdf 

図８．捕獲から流通までの模式図 
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（３）衛生基準 
捕獲した個体をジビエとして流通させる場合の衛生管理については、改正食品衛

生法が令和２年６月に施行（令和３年６月本格施行）され、HACCP に沿った衛生管

理が義務付けられました。 
また、食肉処理施設に対する衛生管理等の認証として、農林水産省が定める「国

産ジビエ認証制度」や、各県等が定めたジビエの認証制度等があります。これは、

第３者機関等が各認証基準に基づいて審査を行い認証する制度です。 
このうち、国産ジビエ認証制度は、平成 30 年５月に農林水産省が制定しました。

認証基準は、①野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガイドライン）の遵守、②カ

ットチャートによる流通規格の遵守、③適切なラベル表示の遵守、④トレーサビリ

ティの確保となっており、国が定めた認証機関による審査を受け、①～④を適正に

取り組んでいることを認められた処理施設が認証されます。認証施設で処理された

ジビエは国産ジビエ認証のマークを使用することが許可されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（出典）「捕獲鳥獣のジビエ利用を巡る最近の状況」 

（農林水産省）https://www.maff.go.jp/j/nousin/gibier/attach/pdf/suishin-35.pdf 
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 （出典）「国産ジビエ認証制度」 

（農林水産省）https://www.maff.go.jp/j/nousin/gibier/attach/pdf/ninsyou-8.pdf 

図９．規格されたカットチャート 
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（４）栄養 
シカ肉は牛肉（牛肉を１とした場合）に比べ、脂質が少なく、カロリーは半分以

下ですが、たんぱく質は 1.4 倍、鉄分は２倍となっています。またイノシシ肉は豚

肉（豚肉を１とした場合）に比べ、鉄分は 4.2 倍、ビタミン B12 は 3.4 倍となって

います。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     出典：（データ) 文部科学省「日本食品標準成分表 2020 年版（八訂）」 

             （イラスト)ジビエポータルサイト「ジビエト」 https://gibierto.jp/ 

 

図 10．シカ肉・イノシシ肉の栄養 

鹿（シカ）肉と牛肉の栄養成分の比較（100g あたり） 

猪（イノシシ）肉と豚肉の栄養成分の比較（100g あたり） 

シカ肉／牛肉の比較 
（牛肉を１とした場合） 

イノシシ肉／豚肉の比較

（豚肉を１とした場合） 
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３．ジビエ利用の拡大 
政府は、令和元年度の全国のジビエの利用量（2,008ｔ）を、令和７年度までに倍

増（4,000ｔ）することを目標にしており、その実現に向けて様々な対策を行ってい

ます。 

この一環として、農林水産省では、ジビエ利用を増大に向けて、鳥獣被害防止総

合対策交付金等により、ジビエの全国的な認知度向上、普及、需要拡大に向けジビ

エプロモーションに取り組んでいます。 

具体的には、鳥獣被害防止総合対策交付金（全国ジビエプロモーション事業）の

活用により、（株）テレビ東京コミュニケーションズが、ジビエをもっと知ってもら

うためのポータルサイト「ジビエト」を創設しています。ここでは、どのようにジ

ビエが食卓まで届くのか、なぜジビエを振興するのか、全国で様々な料理で提供さ

れるジビエの情報、各地域のジビエ関連情報などを動画や記事で発信しています。 

さらに、(株)ぐるなびも、同交付金を活用し、ジビエをもっと食べて、買っても

らうため、ジビエメニューを提供する飲食店やジビエ商品を販売する店舗等の情報

をとりまとめ PR する「全国ジビエフェア」を開催しています。令和３年度は、11 月

１日～２月 28 日にかけて実施し、全国 1,700 店舗以上が参加しました。 

また、同交付金の（鳥獣被害対策基盤支援事業）を活用して、（一社）日本ジビエ

振興協会は、ジビエ料理コンテストを開催し、受賞者のレシピを広く紹介すること

で、家庭や飲食店でのジビエ料理の普及を図っています。 
これらの情報は農林水産省のホームページでも公表しています。 
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第４章 学校給食におけるジビエ利用の促進 

１．学校給食における利用の現状と課題 
農林水産省では毎年度「鳥獣被害防止特措法に基づく市町村被害防止計画の作成

状況等調査」を実施しており、この中で学校給食にジビエを利用している小中学校

数を把握しています。 

令和元年度の調査結果によると、中国四国管内９県 3,544 校のうち学校給食でジ

ビエ利用を行っている学校数は 131 校にとどまっており、うち９割を鳥取県内の小

中学校が占めています。 

学校給食へのジビエ導入が進んでいない背景には、家庭料理にジビエ料理が浸透

していないことによる保護者の不安や、ジビエが市場に多く出回っていないことに

よる調達の課題などが考えられます。 

 
 

表２．学校給食でのジビエ提供小中学校数（令和元年度）    (単位：数、％)  

 小・中学校 
① 

ジビエ提供小・中学校 
② 

割合 
（②／①） 

鳥取県 181 116 64.1％ 
島根県 297 13 4.4％ 
岡山県 555 0 0.0％ 

広島県 747 2 0.3％ 
山口県 471 0 0.0％ 
徳島県 280 0 0.0％ 
香川県 238 0 0.0％ 
愛媛県 415 0 0.0％ 
高知県 360 0 0.0％ 

中国四国 
合計 

3,544 131 3.7％ 

出典：農林水産省鳥獣対策・農村環境課調べ 
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２．学校給食へのジビエ導入の意義 

 

  学校給食は、地産地消、食文化、生命や自然環境の理解を深める観点から、地域

の食材が積極的に活用されています。 
  学校給食において、イノシシ・シカなど地域で捕獲したジビエを活用することは、

子どもたちにイノシシ・シカなどによる農作物被害の問題のほか、関係者の方々の

捕獲、処理加工、流通・消費までの間を衛生的に取り扱う等の努力の過程を知る機

会となり、鳥獣被害防止対策への関心や生きものの大切な命を感謝していただく気

持ちを深めることにもつながります。さらに、子どもたちの成長と健康に配慮した

献立の提供や郷土料理などの食文化の継承にもつながり、健全な心や身体を養い、

豊かな人間性を育む基礎にもなります。 
  一方、食肉処理業者にとっても、自ら処理・加工したジビエを学校給食に提供す

ることは、新たな販路開拓となるとともに、教育現場との連携体制の構築も期待で

きます。また、子どもたちの「食」を支えるという観点から、狩猟者や食肉処理施

設などジビエ関係者のやりがいにもつながり、地域振興にも貢献するものと考えま

す。 
  このように、地域で捕獲・処理加工したジビエを学校給食に導入することは、教

育現場と地域社会との連携による鳥獣被害防止対策の理解促進と、地産地消の食育

の効果が期待できます。さらに、子どもたちの農山漁村に対する関心を高める良い

機会にもなります。 
 

〔ジビエを学校給食に導入する意義〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

○児童生徒が捕獲、食肉処理加工、調理等に従事する者の苦労をより身近に実感で

きる 
 
○また鳥獣被害防止対策への関心や生きものの命を大切にいただく感謝の気持ちを

育む 
 
○子どもたちの健康に配慮した献立を提供するとともに食文化を継承する 
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 学校給食へのジビエ利用は、学校給食法の目的や目標にも沿ったものと言えます。

同法第一条には「学校における食育の推進を図ること」が目的として定められていま

す。第二条には教育目的を実現するための目標を幅広く掲げられており、栄養を摂取

することによる健康の保持増進以外に、食事についての正しい理解、明るい社交性、

生命及び自然を尊重する精神を養うこと、食文化や食料の生産に対する理解、流通及

び消費に対する理解など、多岐にわたり示されています。 
学校給食でジビエを利用することは、学校給食法第二条の各号に定める目標のうち、

第四号「食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、

生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。」の達成

に役立つほか、第五号「食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられているこ

とについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。」、第六号「我が国や各地

域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。」に関しても学ぶことがで

きます。 
また、学校給食との関連付けた食に関する指導として、地域の食文化や食に係る産

業、自然環境の恵沢に対する生徒の理解増進が求められていますが（第十条）、ジビエ

は最適な素材と言えます。 

 

〔学校給食法第二条に定める学校給食の目標に関連するジビエ利活用の取組等（例）〕 

  

 

 

 
 
  

（学校給食法第二条 第四号関係） 
■生命、自然の尊重、環境保全に関すること 
・生命を無駄にしないためのジビエ利用とその取組 
・農林水産業に対する鳥獣被害とその対策 
・食料としての野生動物の捕獲とその歴史 
・野生動物の増加とその要因（地球温暖化、人口減少による過疎化、耕作放棄地の増加） 

 

（学校給食法第二条 第五号関係） 
■食に係る人々の活動に関すること 
・捕獲動物を食料にするまでの連携した取組（猟師→肉処理技術者→販売者→調理師等） 
・捕獲鳥獣を衛生的に取り扱うための方法 
 

（学校給食法第二条 第六号関係） 
■伝統的な食文化に関すること 
・中山間地域で食料を確保するための努力と食文化の関係 
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（参考）学校給食法 

（この法律の目的） 

第一条 この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食

に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、学校給

食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充実

及び学校における食育の推進を図ることを目的とする。 

（学校給食の目標） 

第二条 学校給食を実施するに当たつては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次に掲げる

目標が達成されるよう努めなければならない。 

一 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。 

二 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及

び望ましい食習慣を養うこと。 

三 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。 

四 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精

神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。 

五 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる

態度を養うこと。 

六 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。 

七 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。 

（略） 

 (学校給食栄養管理者) 

第七条 義務教育諸学校又は共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員(第十条第

三項において「学校給食栄養管理者」という。)は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四

条第二項に規定する栄養教諭の免許状を有する者又は栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二

条第一項の規定による栄養士の免許を有する者で学校給食の実施に必要な知識若しくは経験を有するも

のでなければならない。 

（略） 

第十条 栄養教諭は、児童又は生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養うため、学校給食

において摂取する食品と健康の保持増進との関連性についての指導、食に関して特別の配慮を必要とする

児童又は生徒に対する個別的な指導その他の学校給食を活用した食に関する実践的な指導を行うものとす

る。この場合において、校長は、当該指導が効果的に行われるよう、学校給食と関連付けつつ当該義務教

育諸学校における食に関する指導の全体的な計画を作成することその他の必要な措置を講ずるものとする。 

２ 栄養教諭が前項前段の指導を行うに当たつては、当該義務教育諸学校が所在する地域の産物を学校給食に

活用することその他の創意工夫を地域の実情に応じて行い、当該地域の食文化、食に係る産業又は自然環

境の恵沢に対する児童又は生徒の理解の増進を図るよう努めるものとする。 

３ 栄養教諭以外の学校給食栄養管理者は、栄養教諭に準じて、第一項前段の指導を行うよう努めるものとす

る。この場合においては、同項後段及び前項の規定を準用する。 

（略）  


